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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両から送られてくる案内指示情報に基づいて、目的地とその周辺に存在する駐車場と
を結ぶ歩行経路とその周辺地図とが含まれる案内画像を、所定の情報センタから携帯端末
に送って表示する歩行経路案内システムにおいて、
　前記情報センタは、
　前記歩行経路と前記周辺地図とが含まれる案内画像を生成する案内画像生成手段と、
　前記歩行経路の起点位置を基準としたときの進行方向と、前記起点位置から見える範囲
に存在する目印となる施設の位置とが少なくとも含まれる方向確認画像を生成する方向確
認画像生成手段と、
　前記案内画像および前記方向確認画像を前記携帯端末に向けて送信する画像送信手段と
、
　を備え、前記方向確認画像には、車両が駐車場に駐車している場合にこの駐車場に備わ
った全ての出口が含まれることを特徴とする歩行経路案内システム。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記画像送信手段は、前記案内画像の送信に先立って前記方向確認画像を送信すること
を特徴とする歩行経路案内システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
　本発明は、目的地とその周辺に存在する駐車場とを結ぶ歩行経路を案内する案内画像を
所定の情報センタから携帯端末に送って表示する歩行経路案内システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、車載用のナビゲーション装置は、車両位置の周辺などの地図を画面上に表示する
地図表示機能や、利用者により指定される目的地や経由地までの経路を探索し、得られた
走行経路に沿って車両の走行を誘導する経路探索・誘導機能など各種の機能を備えている
。
【０００３】
ところで、ナビゲーション装置に備わっている経路探索・誘導機能を用いた場合でも、目
的地としたい施設等に駐車場がない場合など、目的地まで車両を誘導することができない
場合がある。このような場合に対応して、特開平１０－３３２４０５号公報には、本来の
目的地と駐車場の位置が離れている場合に、駐車場等で車両が停車したときに駐車場から
目的地までの歩行経路を探索し、この探索結果に基づいて歩行経路や周辺地図を出力する
車両用ナビゲーション装置が開示されている。
【０００４】
また最近では、携帯電話を端末装置として使用することにより、インターネットに接続し
て所定のサーバから地図画像を取得するサービスが実現されている。このサービスを利用
することにより、利用者は、携帯電話の画面に駐車場から目的地までの地図画像を表示す
ることができるため、この地図画像を見ながら目的地まで辿り着くことができる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述した特開平１０－３３２４０５号公報に開示された車両用ナビゲーション
装置では、利用者が目的地まで歩行する際に歩行経路を確認するために印刷物の形態で周
辺地図を出力しており、装置規模が大きくなってコスト上昇を招くという問題があった。
とくに、従来のナビゲーション装置には印刷機能が備わっていないため、周辺地図を出力
するためだけに印刷機能を追加することは無駄が多い。また、長年の使用に際しては、印
刷紙等の消耗品を交換する手間も増えるため、利用者に大きな負担をかけることにもなる
。
【０００６】
また、携帯電話の画面に地図表示を行う従来方法では、利用者の現在位置や目的地の位置
を指定する操作が煩雑であるという問題があった。また、携帯電話の画面には、実際に利
用者がどの方向を向いて立っているかとは無関係に地図表示が行われるため、利用者は歩
き出す向きを把握することが難しいという問題があった。
【０００７】
本発明は、このような点に鑑みて創作されたものであり、その目的は、簡単な操作で確実
に案内情報を取得することができる歩行経路案内システムおよび方法を提供することにあ
る。また、本発明の他の目的は、歩行経路に沿って歩き出す際の進行方向を容易に把握す
ることができる歩行経路案内システムおよび方法を提供することにある。さらに、本発明
の他の目的は、装置規模の拡大によるコスト上昇を抑えることができる歩行経路案内シス
テムおよび方法を提供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決するために、本発明の歩行経路案内システムは、車両から送られて
くる案内指示情報に基づいて、目的地とその周辺に存在する駐車場とを結ぶ歩行経路とそ
の周辺地図とが含まれる案内画像を、所定の情報センタから携帯端末に送って表示する歩
行経路案内システムにおいて、案内画像生成手段、方向確認画像生成手段、画像送信手段
のそれぞれを情報センタに備えている。そして、歩行経路と周辺地図とが含まれる案内画
像を案内画像生成手段により生成するとともに、歩行経路の起点位置を基準としたときの



(3) JP 4187419 B2 2008.11.26

10

20

30

40

50

進行方向と、起点位置から見える範囲に存在する目印となる施設の位置とが少なくとも含
まれる方向確認画像を方向確認画像生成手段により生成し、これらの案内画像および方向
確認画像を画像送信手段により上述した携帯端末に向けて送信している。
【００１４】
駐車場と目的地とを結ぶ歩行経路とその周辺地図を含む案内画像に加えて、歩行経路の起
点位置から見える範囲に存在する目印となる施設の位置と起点位置からの進行方向を含む
方向確認画像を携帯端末に表示しているので、これらを参照することにより、目的地へ向
かう歩行経路に沿って歩き出す際の進行方向を容易に把握することができる。
【００１５】
また、上述した画像送信手段は、案内画像の送信に先立って方向確認画像を送信すること
が望ましい。方向確認画像を先に送信することにより、歩行経路の起点位置やそこからの
進行方向を速やかに把握することができ、目的地へ向かった歩行を容易に開始することが
できる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を適用した一実施形態の歩行経路案内システムについて、図面を参照しなが
ら説明する。
図１は、本実施形態の歩行経路案内システムの全体構成を示す図である。図１に示す歩行
経路案内システムは、ナビゲーション装置１、携帯端末２、情報センタ３を含んで構成さ
れている。ナビゲーション装置１と携帯端末２の間は所定の接続ケーブルを用いて接続さ
れている。また、携帯端末２と情報センタ３との間は、所定のネットワーク４を介して相
互に接続されている。なお、本実施形態におけるネットワーク４は、一般電話網、移動体
電話網、インターネットなどの各種の通信網を含んで構成されているものとする。
【００２０】
ナビゲーション装置１は、車両に搭載されており、自車位置周辺の地図情報の表示や、経
路探索処理、経路誘導処理等のナビゲーション動作を行う。
携帯端末２は、利用者が駐車場などの所定地点から所望の目的地までの歩行経路の案内を
受けるために用いられるものである。この携帯端末２は、例えば、最近一般的になりつつ
あるインターネット接続機能が搭載された携帯電話等によって実現される。
【００２１】
情報センタ３は、携帯端末２を介してナビゲーション装置１から送られる案内指示情報に
対応して、所定地点から目的地までの歩行経路を案内するための画像を携帯端末２に送信
する。
次に、ナビゲーション装置１の詳細構成について説明する。図２は、ナビゲーション装置
１の詳細構成を示す図である。同図に示すように、ナビゲーション装置１は、ナビゲーシ
ョンコントローラ１１、ＤＶＤ１２、ディスク読取装置１３、リモートコントロール（リ
モコン）ユニット１４、車両位置検出部１５、ディスプレイ装置１６、データ入出力部１
７を含んで構成されている。
【００２２】
ナビゲーションコントローラ１１は、自車位置周辺の地図を表示したり、利用者によって
指定された出発地と目的地の間の経路探索や経路誘導を行うなど、ナビゲーション装置１
の全体動作を制御するものである。このナビゲーションコントローラ１１は、ＣＰＵ、Ｒ
ＯＭ、ＲＡＭ等を用いて所定の動作プログラムを実行することにより実現される。ナビゲ
ーションコントローラ１１の詳細構成については後述する。
【００２３】
ディスク読取装置１３は、１枚または複数枚のＤＶＤ１２が装填されており、ナビゲーシ
ョンコントローラ１１の制御によっていずれかのＤＶＤ１２から、地図表示や経路探索等
に必要な地図データの読み出しを行う。なお、装填されるディスクの種別はＤＶＤに限定
されるものではなく、他のディスク型記憶媒体であってもよい。
【００２４】
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リモコンユニット１４は、上下左右のカーソルキーやテンキーなど各種の操作キーを備え
ており、操作内容に応じた信号をナビゲーションコントローラ１１に出力する。
車両位置検出部１５は、ＧＰＳ受信機、方位センサ、距離センサ等を備えており、自車位
置（緯度、経度）の検出を行って、検出結果をナビゲーションコントローラ１１に出力す
る。
【００２５】
ディスプレイ装置１６は、例えば、８インチ程度の画面サイズを有する液晶表示パネルを
用いて構成されており、ナビゲーションコントローラ１１から出力される画像データに基
づいて、地図等の表示を行う。
データ入出力部１７は、ナビゲーションコントローラ１１が外部機器（本実施形態では携
帯端末２）との間で各種データを送受するための処理を行う。
【００２６】
次に、ナビゲーションコントローラ１１の詳細構成について説明する。図２に示すナビゲ
ーションコントローラ１１は、地図バッファ５０、地図読出制御部５２、地図描画部５４
、ＶＲＡＭ５６、車両位置計算部５８、経路探索処理部６０、誘導経路メモリ６２、誘導
経路描画部６４、入力処理部６６、マーク画像描画部６８、画像合成部７０、タイミング
判定部７２、案内指示情報作成部７４を含んで構成されている。
【００２７】
地図バッファ５０は、ディスク読取装置１３によってＤＶＤ１２から読み出された地図デ
ータを一時的に格納する。
地図読出制御部５２は、車両位置計算部５８により算出される自車位置や入力処理部６６
からの要求等に応じて、所定範囲の地図データの読み出し要求をディスク読取装置１３に
出力する。
【００２８】
地図描画部５４は、地図バッファ５０に格納された地図データに基づいて、地図画像を表
示するための地図画像データを生成する。ＶＲＡＭ５６は、地図描画部５４から出力され
る地図画像データを一時的に格納する。
車両位置計算部５８は、車両位置検出部１５から出力される検出データに基づいて自車位
置および自車方位を計算するとともに、計算した自車位置が地図データの道路上にない場
合には、自車位置を修正するマップマッチング処理を行う。
【００２９】
経路探索処理部６０は、利用者によって指定された出発地と目的地（あるいは経由地）の
間を所定条件下で結ぶ走行経路を探索する。例えば、距離最短、時間最短等の各種の条件
下でコストが最小となるような走行経路が抽出される。
誘導経路メモリ６２は、経路探索処理部６０によって抽出された走行経路の内容を示す経
路データを格納する。
【００３０】
誘導経路描画部６４は、誘導経路メモリ６２に格納された経路データの中から、その時点
でＶＲＡＭ５６に描画された地図に含まれるものを選び出し、誘導経路を地図上に重ねて
表示するための経路描画データを生成する。
入力処理部６６は、リモコンユニット１４から入力される各種の操作指示に対応する動作
を行うための命令をナビゲーションコントローラ１１内の各部に向けて出力する。
【００３１】
マーク画像描画部６８は、マップマッチング処理がなされた後の自車位置に所定の車両位
置マークを表示するなど、各種マークを表示するための画像データを生成する。
画像合成部７０は、自車位置等に対応してＶＲＡＭ５６から読み出した地図画像データと
、マーク画像描画部６８から出力される画像データとを重ねて画像合成を行い、合成画像
データをディスプレイ装置１６に出力する。
【００３２】
タイミング判定部７２は、車両が目的地周辺に存在する駐車場に入るタイミングを判定す
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る。具体的には、タイミング判定部７２は、（１）地図データに収録されている駐車場の
付近で自車位置が誘導経路から外れた（オフルートした）場合、（２）経路誘導処理にお
ける目的地として指定された駐車場でオフルートした場合、（３）大型スーパーマーケッ
ト等の施設の付近でオフルートした場合、（４）目的地周辺でオフルートした場合、等の
いずれかの条件に該当した場合に、その時点を「車両が駐車場に入るタイミング」として
判定している。なお上記（２）の場合には、本来の目的地（各種施設の所在地等）につい
ても、別途指定されるものとする。
【００３３】
案内指示情報作成部７４は、タイミング判定部７２によって車両が駐車場に入ったと判定
された場合に、その時点での車両の現在位置および目的地（本来の目的地）の位置を含む
所定の案内指示情報を作成し、データ入出力部１７を介して携帯端末２へ出力する。
【００３４】
次に、携帯端末２の詳細構成について説明する。図３は、携帯端末２の詳細構成を示す図
である。同図に示すように、携帯端末２は、制御部２０、操作部２１、音声入力部２２、
表示部２３、音声出力部２４、メモリ２５、通信処理部２６、データ入出力部２７を含ん
で構成されている。
【００３５】
制御部２０は、通話機能やインターネット接続機能など、携帯端末２の全体動作を制御す
るものである。この制御部２０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を用いて所定のプログラム
を実行することにより実現される。
操作部２１は、制御部２０に対する操作指示を行うためのものであり、各種の操作キーを
備えている。この操作部２１を用いて、通話時における相手先電話番号の入力や、インタ
ーネット接続時におけるＵＲＬ（Uniform Resource Locator）の指定などが行われる。
【００３６】
音声入力部２２は、マイクロホンやアナログ－デジタル変換器などを含んで構成されてお
り、利用者により発声された音声を集音し、デジタルデータ（音声データ）に変換して制
御部２０に出力する。
表示部２３は、制御部２０から出力される画像データに基づいて、各種の操作画面の表示
や、インターネット接続時におけるウェブページの表示などを行う。
【００３７】
音声出力部２４は、デジタル－アナログ変換器やスピーカなどを含んで構成されており、
制御部２０から出力される音声データに基づいて、通話相手の音声などを出力する。
メモリ２５は、制御部２０における処理に必要な各種データを一時的に格納する。例えば
、ナビゲーション装置１から受け取った案内指示情報を情報センタ３へ送信できなかった
場合に、次の送信機会が来るまでの間、案内指示情報がこのメモリ２５に一時的に格納さ
れる。
【００３８】
通信処理部２６は、制御部２０がネットワーク４を介して情報センタ３との間でデータを
送受信するために必要な処理を行う。
データ入出力部２７は、携帯端末２が外部機器（本実施形態ではナビゲーション装置１）
との間で各種データを送受するための処理を行う。
【００３９】
次に、情報センタ３の詳細構成について説明する。図４は、情報センタ３の詳細構成を示
す図である。図４に示すように、情報センタ３は、サーバ制御部３０、地図ＤＢ（データ
ベース）３３、通信処理部３４を含んで構成されている。
サーバ制御部３０は、携帯端末２、ネットワーク４を介してナビゲーション装置１から送
られる案内指示情報に対応して、歩行経路を案内する所定の案内画像を携帯端末２に送信
するために情報センタ３の全体動作を制御するものであり、案内画像生成部３１と方向確
認画像生成部３２を備えている。
【００４０】
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案内画像生成部３１は、車両が駐車された駐車場と所定の目的地とを結ぶ歩行経路とその
周辺地図を含む案内画像を表示するための案内画像データを生成する。案内画像の具体例
については後述する。
方向確認画像生成部３２は、駐車場と所定の目的地とを結ぶ歩行経路の起点位置とそこか
らの進行方向を示す方向確認画像を表示するための方向確認画像データを生成する。具体
的には、方向確認画像には、駐車場と所定の目的地とを結ぶ歩行経路の起点位置を基準と
して、この起点位置から見える範囲に存在する目印となるような施設と起点位置からの進
行方向を示す矢印とが含まれる。方向確認画像の具体例については後述する。
【００４１】
地図ＤＢ３３は、方向確認画像および案内画像を生成するために必要な地図データを格納
している。
通信処理部３４は、サーバ制御部３０がネットワーク４を介して携帯端末２との間でデー
タを送受信するために必要な処理を行う。
【００４２】
上述したタイミング判定部７２がタイミング判定手段に、案内指示情報作成部７４が案内
指示情報作成手段に、携帯端末２が案内指示情報送信手段に、車両位置検出部１５、車両
位置計算部５８が自車位置検出手段に、経路探索処理部６０が経路探索手段に、ディスプ
レイ装置１６、ＶＲＡＭ５６、誘導経路メモリ６２、誘導経路描画部６４、画像合成部７
０が経路誘導手段にそれぞれ対応している。また、案内画像生成部３１が案内画像生成手
段に、方向確認画像生成部３２が方向確認画像生成手段に、通信処理部３４が画像送信手
段にそれぞれ対応している。
【００４３】
本実施形態の歩行経路案内システムはこのような構成を有しており、次に、駐車場から所
定の目的地までの歩行経路を案内するための方向確認画像および案内画像を情報センタ３
から携帯端末２に送って表示する際の動作手順について説明する。
【００４４】
図５は、歩行経路案内システムの動作手順を示す流れ図であり、ナビゲーション装置１、
携帯端末２、情報センタ３のそれぞれの動作が示されている。
ナビゲーション装置１内のタイミング判定部７２は、車両が目的地周辺に存在する駐車場
に入ったか否かを判定する（ステップ１００）。
【００４５】
車両が駐車場に入った場合には、ステップ１００で肯定判断が行われ、ナビゲーション装
置１内の案内指示情報作成部７４は、車両の現在位置および目的地の位置を含む案内指示
情報を作成し、データ入出力部１７を介して携帯端末２へ出力する（ステップ１０１）。
【００４６】
ナビゲーション装置１から出力された案内指示情報は、携帯端末２内のデータ入出力部２
７を介して制御部２０に送られる。案内指示情報を受け取った制御部２０は、通信処理部
２６に指示を送り、案内指示情報を情報センタ３へ向けて送信する（ステップ１０２）。
【００４７】
次に、制御部２０は、案内指示情報の送信が正常に完了したか否かを判定する（ステップ
１０３）。送信が完了しない場合には、ステップ１０３で否定判断が行われ、制御部２０
は、案内指示情報をメモリ２５に一時的に格納し（ステップ１０４）、その後、上述した
ステップ１０２に戻り、案内指示情報を送信する処理を繰り返す。
【００４８】
案内指示情報の送信が完了した場合には、ステップ１０３で肯定判断が行われ、携帯端末
２から送信された案内指示情報が情報センタ３内の通信処理部３４により受信されて（ス
テップ１０５）、サーバ制御部３０に出力される。
次に、サーバ制御部３０内の方向確認画像生成部３２は、地図ＤＢ３３に格納された地図
データを用いて、案内指示情報に含まれる現在位置に存在する駐車場を検索し、この駐車
場に対応して方向確認画像データを生成し、通信処理部３４を介して携帯端末２へ送信す
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る（ステップ１０６）。
【００４９】
情報センタ３から送信された方向確認画像データは、携帯端末２内の通信処理部２６によ
り受信され、制御部２０を介して表示部２３に出力される。これにより、方向確認画像が
表示部２３に表示される（ステップ１０７）。
図６は、方向確認画像の具体例を示す図である。図６に示すように、車両が駐車されてい
る駐車場１００の周辺地図（主として道路形状）が表示されるとともに、この駐車場１０
０に備わった全ての出口１０２が表示されている。また、この駐車場１００の周辺に存在
し、目印となる施設等として、銀行１１２、ガソリンスタンド（ＧＳ）１１４、高架道路
１１６、河川１１８が示されている。また、高架道路１１６についてはその道路名称（図
６中に示された「首都高速」という文字列）も示されている。さらに、高架道路１１６の
下に存在する道路を半透過表示（図中では点線により表現）することにより、これらの道
路が立体交差している様子も表現されている。また、駐車場１００から目的地へ向かう歩
行経路に沿って歩き出す際の進行方向が矢印１２０により示されている。
【００５０】
次に、サーバ制御部３０内の案内画像生成部３１は、地図ＤＢ３３に格納された地図デー
タを用いて、案内指示情報に含まれる現在位置と目的地とを結ぶ歩行経路とその周辺地図
を含む案内画像データを生成し、通信処理部３４を介して携帯端末２へ送信する（ステッ
プ１０８）。
【００５１】
情報センタ３から送信された案内画像データは、携帯端末２内の通信処理部２６により受
信され、制御部２０を介して表示部２３に出力される。これにより、案内画像が表示部２
３に表示される（ステップ１０９）。
図７は、案内画像の具体例を示す図である。図７に示すように、駐車場１００と目的地１
３０とを含む所定範囲の周辺地図が表示され、この地図上に駐車場１００と目的地１３０
を結ぶ歩行経路１３２が重ねて表示されている。
【００５２】
このように、本実施形態の歩行経路案内システムでは、車両が駐車場に入るタイミングに
対応して、ナビゲーション装置１から情報センタ３に向けて案内指示情報を送信している
ため、利用者は、煩雑な操作を行うことなく、携帯端末２を用いて所望の案内情報を取得
することができる。特に、車両が駐車場内に完全に入りこむ以前のタイミングで案内指示
情報を送信しているので、地下駐車場等に入る場合であっても案内指示情報を確実に情報
センタへ送ることができるという利点がある。また、携帯電話等からなる携帯端末２に案
内情報を表示しているので、印刷機能等の専用の機能を車両に備える必要がなく、機能の
追加変更に伴うナビゲーション装置１の規模の拡大を抑えて製品コスト等の上昇を防止す
ることができる。
【００５３】
また、ナビゲーション装置１から送られた案内指示情報に基づいて、情報センタ３から携
帯端末２に対して、駐車場と目的地とを結ぶ歩行経路とその周辺地図を含む案内画像に先
だって、歩行経路の起点位置から見える範囲に存在する目印となる施設の位置と起点位置
からの進行方向を含む方向確認画像が送信され、携帯端末２に表示されるので、目的地へ
向かう歩行経路に沿って歩き出す際の進行方向を容易に把握し、歩行を開始することがで
きる。
【００５４】
なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内において
種々の変形実施が可能である。
上述した実施形態では、「車両が駐車場に入るタイミング」を判定する際には、地図デー
タに収録されている駐車場の付近でオフルートした場合など４種類の条件に基づいて判定
を行っていたが、判定条件はこれら４種類に限定されるものではなく、さらに種々のバリ
エーションが考えられる。
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【００５５】
例えば、一般的なナビゲーション装置では、経路誘導処理を行う際に、車両が目的地の周
辺に到達すると一連の処理を終了する場合が多いため、この経路誘導処理が終了するタイ
ミングを検出し、「車両が駐車場に入るタイミング」と見なしてもよい。
【００５６】
また、本来の目的地の周辺に存在する駐車場を仮の目的地に設定して経路誘導処理が行わ
れている場合には、この駐車場から所定距離内（例えば、１００ｍ以内など）に自車が接
近したタイミングを検出して「車両が駐車場に入るタイミング」と見なしてもよい。ある
いは、目的地近傍で自車が停車したことを検出して「車両が駐車場に入るタイミング」と
見なしてもよい。
【００５７】
また、車両のイグニッションキーが切断されたことを検出し、このタイミングを「車両が
駐車場に入るタイミング」と判定して案内指示情報を送信し、その後にナビゲーション装
置１の電源が自動的に切れるようにしてもよい。あるいは、駐車場に到着した後に、この
駐車場から本来の目的地までの案内を必要とする場合に、利用者がナビゲーション装置１
に備わったリモコンユニット４を用いて所定の操作指示を行い、この操作指示に対応して
案内指示情報を携帯端末２に出力し、情報センタ３に送信するようにしてもよい。
【００５８】
また、上述した実施形態では、携帯端末２の具体的な一例として携帯電話を挙げていたが
、これ以外にも、ＰＨＳ（Personal Handyphone System）や通信機能を搭載したＰＤＡ（
Personal Digital Assistants ）等の機器を携帯端末として用いてもよい。
【００５９】
また、ナビゲーション装置１に備わった案内指示情報作成部７４により案内指示情報を作
成していたが、この案内指示情報を作成する機能を携帯端末２側に持たせるようにしても
よい。例えば、携帯端末２に電子メール処理機能が備わっている場合には、この機能を利
用して案内指示情報を送信することができる。
【００６０】
【発明の効果】
上述したように、本発明によれば、駐車場に入るタイミングで車両から情報センタに案内
指示情報が送信されるため、利用者は、煩雑な操作を行うことなく、携帯端末を用いて所
望の案内情報を取得することができる。また、携帯電話等の携帯端末に案内情報を表示し
ているので、印刷機能等の専用の機能を車両に備える必要がなく、機能の追加変更に伴う
装置規模の拡大を抑えて製品コスト等の上昇を防止することができる。
【００６１】
また、駐車場と目的地とを結ぶ歩行経路とその周辺地図を含む案内画像に加えて、歩行経
路の起点位置から見える範囲に存在する目印となる施設の位置と起点位置からの進行方向
とを含む方向確認画像を携帯端末に表示しているので、この方向確認画像を参照すること
により、目的地へ向かう歩行経路に沿って歩き出す際の進行方向を容易に把握することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】一実施形態の歩行経路案内システムの全体構成を示す図である。
【図２】ナビゲーション装置の詳細構成を示す図である。
【図３】携帯端末の詳細構成を示す図である。
【図４】情報センタの詳細構成を示す図である。
【図５】歩行経路案内システムの動作手順を示す流れ図である。
【図６】方向確認画像の具体例を示す図である。
【図７】案内画像の具体例を示す図である。
【符号の説明】
１　ナビゲーション装置
２　携帯端末
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３　情報センタ
１５　車両位置検出部
１６　ディスプレイ装置
１７、２７　データ入出力部
２０　制御部
２３　表示部
２６、３４　通信処理部
３０　サーバ制御部
３１　案内画像生成部
３２　方向確認画像生成部
３３　地図データベース（ＤＢ）
５６　ＶＲＡＭ
５８　車両位置計算部
６０　経路探索処理部
６２　誘導経路メモリ
６４　誘導経路描画部
７０　画像合成部
７２　タイミング判定部
７４　案内指示情報作成部

【図１】 【図２】
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